
別紙

公文書名
根拠
規定

不開示理由
※【】内は不開示箇所

エリア担当者マニュ
アル

東京都情報公
開条例第７条
第６号

【目次及び業務内容等】
・当該情報は、試験の運営に関する情報であって、公にすることにより、公正・公平な試験の
実施が困難となり、当該事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

都職員マニュアル(未
定稿)

東京都情報公
開条例第７条
第５号及び第
６号

【表紙を除く内容】
・当該情報は、担当部署内で検討段階の内容であり、公にすることにより、確定した情報と誤
解され関係者間に誤解を生じ、当該事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため（東京
都情報公開条例第７条第５号及び第６号）
・当該情報は、試験の運営に関する情報であって、公にすることにより、公正・公平な試験の
実施が困難となり、当該事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
（東京都情報公開条例第７条第６号）
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